
１

目　
　
　
　
　
次

ペ
ー
ジ

平成21年８月18日（火曜日） 第2106号秋　　田　　県　　公　　報
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
告　
示

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
七
七
・
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政

　

策
課
）
二
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
１

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

供
用
開
始
の
区
間

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
日
午
前
九
時
か
ら

三　

供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ひ
だ
ま
り

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

三　

浦　

康　

弘

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
湯
沢
市
岩
崎
字
南
四
条
二
十
二
番
地

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
社
会
の
中
で
自
立

し
た
生
活
を
送
る
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
福
祉
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の

認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
九
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ビ
ー
イ
ン
グ

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

寺　

門　

敏　

子

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

湯
沢
市
小
野
字
油
屋
敷
二
十
番
地

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
知
的
障
害
者
の
自
己
決
定
を
尊
重
し
、
知
的
障
害
者
の

自
立
的
生
活
を
支
援
し
て
い
く
た
め
の
福
祉
に
係
わ
る
事
業
を
行
う
。

　
　

そ
の
た
め
の
生
活
支
援
事
業
、
権
利
擁
護
及
び
施
設
評
価
事
業
、
福
祉

に
係
わ
る
研
修
、
啓
発
事
業
等
を
行
い
、
自
立
、
社
会
参
加
を
促
し
、
誰

も
が
生
き
が
い
を
持
ち
、
安
心
し
て
生
活
を
し
て
い
け
る
、
地
域
社
会
の

構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
の
変
更
内
容

　

㈠　

特
定
非
営
利
活
動
の
種
類

　

㈡　

事
業

　

㈢　

会
員
の
種
別

　

㈣　

役
員
の
種
別
及
び
定
数

　

㈤　

役
員
の
選
任
等

　

㈥　

役
員
の
職
務

　

㈦　

資
産
の
区
分

　

㈧　

会
計
の
区
分

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の

認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ト
ラ
ス
ト
研
究
所

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

齋　

藤　

誠　

助

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
大
仙
市
大
曲
浜
町
七
番
三
十
九
号

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
地
域
住
人
に
対
し
て
、
「
社
会
適
応
力
の
養
成
」
、
「
人

格
形
成
」
、
「
職
業
能
力
の
養
成
・
開
発
・
訓
練
」
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
心
身
と
も
に
健
全
な
社
会
人
を
育
成
し
、
人
生
の
生
き
が
い
、
や
り

が
い
を
構
築
す
る
と
と
も
に
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

六　

定
款
の
変
更
内
容

　
　

事
業

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

大
館
市
東
台
一
丁
目
七
番
地
二
十
五
戸
田
兼
光
ほ
か
十
七
名
か
ら
申
請
が

あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し

た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七

条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
柄
沢
地
区
特

定
農
業
用
管
水
路
等
特
別
対
策
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

道
路
の
種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　

間

一
般
国
道

百
八
号

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
小
川
字
明
戸
五

二
番
四
地
先
か
ら
字
戸
坂
一
九
番
二

Ｂ
ま
で

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告



２

平成21年８月18日（火曜日） 第2106号秋　　田　　県　　公　　報

二　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

大
館
市
役
所

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


